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株主優待の有効期間の変更に関するお知らせ 

  

当社は、株主優待の有効期間の変更について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいた

します。 
 

記 
 

１．変更の理由  

   当社は株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社事業へのご理解を深めていた

だくことを目的として、株主優待制度を実施しております。 

従来、株主名簿確定日から株主優待の有効期間の開始日までの日数が少なく、株主様の手

続きが優待開始日に間に合わないことがありましたが、これを解消するため株主優待の有効

期間の一部変更を行います。 
 

２．変更内容 

100株以上保有の株主様に、ご所有株式数に応じて贈呈する株主優待乗車運賃半額券及び株主

優待高速バス路線半額割引券（以下、「優待割引券」といいます。）、優待乗車証引換券、一律に贈

呈する株主優待利用券（以下、あわせて「株主優待」といいます。）の有効期間を以下のとおり変更い

たします。 

有効期間の変更につきましては、2019 年 3 月 31 日を発行基準日とする最終の株主名簿に記載さ

れた株主の皆様に対する株主優待から実施いたします。（注） 
 

優待内容 
現  行  変更後 

発行基準日 有効期間  発行基準日 有効期間 

優待利用券 3 月 31 日 
5 月 1 日～ 

翌年 4 月 30 日 

 
3 月 31 日 

6 月 1 日～ 

翌年 5 月 31 日 

優待割引券・

優待乗車証 

3 月 31 日 
5 月 1 日～ 

10 月 31 日 

 
3 月 31 日 

6 月 1 日～ 

11 月 30 日 

9 月 30 日 
11 月 1 日～ 

翌年 4 月 30 日 

 

9 月 30 日 
12 月 1 日～ 

翌年 5 月 31 日 

（注）この変更に伴い、2019 年 3 月 31 日を発行基準日とする株主優待は、その有効期間について、

下記のとおりとなりますのでご留意願います。 

優待内容 
発行基準日 

2019 年 3月 31 日 

株主優待利用券 5 月 1 日～翌年 5 月 31 日 

株主優待割引券 5 月 1 日～11 月 30 日 

株主優待乗車証 5 月 1 日～11 月 30 日 



 

２．その他 

  優待内容に変更はございません。当社の株主優待制度の詳細につきましては、当社ホームページ

をご覧ください。（http://www.chuo-bus.co.jp/sub/stockholder/） 

以 上 


